
平成２３年度玉翠会理事会．代議員会

平成２３年６月11日（土）高松高校

理事会：１３００～14:001階会議室

代議員会：１４:05～15:２５５階玉翠ホール

１開会のことば（柴田教頭）代議員会で黙祷

２会長あいさつ（大西会長）

・東日本大震災支援金として３０万円を寄付する｡福島県の教育に活かしてもらいたい。

校長あいさつ（土居校長）

全日制876名、定時制３５名、通信制316名が在籍している。全日制は１学級減と
なり、昭和４０年代は2,800人を超していたが、一番少ない在籍数となった。
東日本大震災義援金を生徒、職員、ＰＴＡの３方面から行った。本校生も大学入試

で２３名が延期や中止など何らかの影響を受けた。進学面では医学部で大阪大学１名、
岡山大学８名、香川大学９名など国公立に２６名、自治医大を含み２７名が合格した。
３月には、県外の進学校に生徒会の生徒を見学に行かせた。また、５月には１．２年

生のリーダー研修を行った。生徒が自分の手で作り上げる文化祭にしたい。

県高校総体では、卓球、陸上、水泳、フェンシング、ヨットで４３名が四国大会に出
場する。野球部も夏の大会に向けて練習に励んでいる。

高松高校創立１２０周年記念事業の第１回実行委員会を４月２５日に開き、槙田賢（玉
翠会副会長）を実行委員長に、副実行委員長に加藤宏一郎（玉翠会副会長)、中山千晶
（玉翠会理事)、小早川龍司（玉翠会理事)、間島賢治（ＰＴＡ会長・玉翠会理事)、学
校側からは清谷教頭が加わる。この機会に欠落している戦前・戦後の貴重な資料を集
めたい。昭和１５年の高松中学の名簿が寄せられた。

今後とも温かいご支援を賜りたい。

３

議題

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

４

平成22年度玉翠会事業報告（植松総務部長）ｐ２

平成22年度玉翠会会計等収支決算報告（植松総務部長・柴田教頭）ｐ３～７
監査報告理事会（安達監事)、代議員会（前田監事）Ｐ８

平成23年度玉翠会事業計画（案）審議（植松総務部長）ｐ９

平成23年度玉翠会会計等収支予算（案）審議（植松総務部長・柴田教頭）
ＰｌＯ～1４



備品充実費：ガラスケース（県女の瓦）２０万円、支援システム９０万円

予備饗：東日本大麗災支援金30万円を含む

（６）創立120周年記念事業について（植松総務部長）ｐｌ６

祝賀会平成25年９月７日（土）１７:30～

１０年史記念誌

文化祭教室復元模型

資料整理及び資料集製本

高高新聞復刻版・

会員名簿

事務局より

（１）先輩赫演会・玉翠グローバルアカデミーについて（柴田教頭）

１１月に小田光茂（45年卒、ＪＡＸＡ）

７月１５日波崎一仲（63年卒、一級建築士）

（２）玉翠会報３２号の発行について（植松総務部長）

（３）木部会費について（植松総務部長）

－口1,000円で二口以上に

５

(理歌会にて）井本康裕（857）様より、高高フニイスプックの紹介（別紙）

閉会のあいさつ理鞭会（脇副会長)、代議員会（形見副会長）６

閉会のことば（柴田教頭）７



高松高校のフェイスブックページをご紹介します。
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ぬ８５極上と三好英彦さん､他5人が｢いいね！」と言っています。

｢いいね！」

１１９
人

３月末に高高のファンページとして立ち上げ、既に100名を超える方か

ら「いいね！」をいただきました。現在Ｓ５７井本、Ｓ６３久枝、Ｓ６３北角

の３名にて管理しています。

上記アドレスからご確認下さい。フェイスブック未登録の方も閲覧可能

です。フェイスブック登録済の方は是非「いいね！」を押してご参加を！

全国の卒業生の方と繋がり始めています。今後、会員問の連絡手段の一

つとして、あるいはイベント等の起点として利用していければと思って

います。皆様のご訪問．ご参加をお待ちしています。

S57井本康裕（理事）

三翠会理事・代議員の皆；差
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平成２３年度

王翠会理事会。代議員会Ｚｋ：第

平成２３年６月１１

理甑会：１３:００～１３:５０

代議員会：１４:００～1５２０

日（士）(土）高松高校

1階会議室

5階玉翠ホール

開会のことば１

会長あいさつ２

校長あいさつ目

議題

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

４

平成22年度玉翠会事業報告

平成22年度玉翠会会計等収支決算報告

監査報告

平成23年度玉翠会事業計画（案）審議

平成23年度玉翠会会計等収支予算（案）審議

創立120周年事業について
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事務局より

（１）先輩講演会

５

(1)先誰講演会・玉翠グローバルアカデミーについて

(2)玉翠会報の発行（７月）について

(3)本部会費納入について

６閉会のあいさつ

７閉会のことば



玉翠会会則

第１章縫則

本会は香川県立高松高等学校玉翠会と称する。

本会は会員相互の連絡と親睦を図り、母校の発展を期するを目的とする。

本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。

１．会員名簿・会誌の発行

２会員の慶弔

３．講演会その他適当と認める事業

本会は本部を高松高等学校内に置き、支部は各地の会員の希望によりこれを設けるこ

とができる。

本会則の変更は、代議員会の決議による。

条
条
条

１
２
３

第
第
第

第４条

第５条

第２章会貴

本会員を分けて、通常会員と特別会員とする。

通常会員は、高松中学校、高松高等女学校・旧高松高等学校.１日高松女子高等学校・

高松高等学校の、卒業生及び準卒業生をもってあてる。

前条の学校の職員であった者及び現に職員である者を推して、本会特別会員とする。

本会通常会員は入会の際入会金を納め、毎年会費を納めるものとする。

第６条

第７条

第８条

第９条

第３章役員

第10条本会に次の役員を置く。

１会長１名

２副会長５名

３．理事若干名

４．監事３名

５代議員若干名

本会に理事会の議を経て、名誉会長・顧問を置くことができる。

第11条会長及び副会長は、理事の互選による｡

理事及び監事は、代議員会において選出する。

代議員は、各卒業年度より互選し、男女各々２名を選出する。

第12条会長は本会を代表し、会務を総括する。

副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の任務を代行する。

理事は理事会を構成し、会務を処理する。

監事は会計を壷蔓する。

代議員は、同期生の消息・宿所の調査報告を行い、代議員会を構成して議案を審議し、



これを議決する。

顧問は会議に出席し、懲見を述べることが出来る。

第13条役員の任期は２ヶ年とする。但し重任を妨げない。

第４章会議

第14条理事会は会長が適宜招集し、次の事項を処理する。

Ｌ総会及び代議員会の決蟻事項

２．同窓会名簿・会誌の編集発行

３．会計事務

４．職制その他会務執行に関する規定の作成

５．その他本会の運営に必要なる顯頁

第15条代議員会は、会長の招集により毎年一回開催し、次の事項を審議決定する。但し必要

ある場合には、会長は臨時にこれを開くことができる。

１．会務報告及びZIi案計画の承潔立案

２．予算決算の審灘Ｉ

３．理霞監事の遮任

４．会則の変更

５．総会において委任せられた事項

６．その他本会の迦営に必要なる箪項

第16条．総会は会長の招集により、開催することができる。

総会においては、次の行事を行う。

1．会務及び会計の報告

２．会員の親睦を図ろ行事

３．その他本会の運営に必要なる靭項の審議決定

第17条理事会代議員会並びに総会においては会長がその鱗長となり、出席者の過半数の同意

を得て議案を決定する。可否同数のときは、議長の採決による。

第５章会計

本会の会計は、通常会員の入会金及び会費並びに特別寄附金による。

本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月末日に終る。

第18条

第19条

第６章支部

支部の規約は各支部において適宜定めるものとする。

支部の代表者は本部の理事たる資格を有し本部支部間の連携を密にする。

第20条

第21条

付則

この会則の改正は、平成６年６月25日から施行する。



香川県立高松高等学校創立１００周年記念玉翠会教育基金運用規程

（趣旨）

第１条この規程は、香川県立高松高等学校創立１００周年記念行事の一環として設置さ

れた香川県立高松高等学校創立１００周年記念玉翠会教育基金（以下「基金」という｡）

の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

（目的及び事業）

第２条基金は、香川県立高松高等学校（全日制、定時制及び通信制の各課程をいう。以

下「本校」という｡）における教育活動を広く援助することを目的とし、次に掲げる活

動等に対して金銭を給付する事業を行う。

（１）本校生徒の教育的に有意義な諸活動

（２）本校教職員の教育的に有意義な諸活動〈

（３）本校施設・設備の充実に関する諸事業

（４）その他本校の教育的諸計画の実施に関する事項

（事業年度）

第３条基金の事業年度は､毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わるものとする。

（運営委員会等）

第４条基金の事業を適切に実施するため創立１００周年記念玉翠会教育基金運営委員会

（以下「運営委員会」という｡）を置く。

２運営委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名で組織する。

３委員長は、香川県立高松高等学校玉翠会会長をもって充てる。

４副委員長は、香川県立高松高等学校ＰＴＡ会長及び香川県立高松高等学校長をもって

充てる。

５委員は、香川県立高松高等学校玉翠会、香川県立高松高等学校ＰＴＡ及び香)I|県立高

松高等学校教職員を代表する者それぞれ若干名をもって構成する。

６基金の業務を監査するため、監事若干名を置くものとし、香川県立高松高等学校玉翠

会監事をもって充てる。










































